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ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
租
税
論

│
初
期
資
本
主
義
的
性
格
を
中
心
に

│

吉　
　

田　
　

克　
　

己

一　

は
じ
め
に

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
（W

illiam
 P
etty

）
は
、
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
あ
っ
て
、
租
税
現
象
の
近
代
的
把
握
を
基
調
と
し
つ
つ
、

体
系
的
な
租
税
論
を
い
ち
早
く
展
開
し
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ペ
テ
ィ
が
そ
の
生
涯
を
送
っ
た
イ
ギ
リ
ス
の
一
七
世
紀
は
、
か
れ
の
母
国
イ
ギ
リ
ス
が
、
外
に
は
連
続
的
な
戦
争
を
と
も
な
う
貿
易
競

争
を
戦
い
抜
き
な
が
ら
、
同
時
に
内
に
は
内
乱
、
共
和
政
治
、
王
政
復
古
（R

estoration

）、
名
誉
革
命
（G

lorious R
evolution

）
の
激
動

を
通
じ
て
、
い
ち
早
く
産
業
革
命
へ
と
な
だ
れ
こ
ん
で
い
く
基
礎
を
築
い
た
時
期
に
当
た
っ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
時
代
を
租
税
史
的
に

見
る
な
ら
ば
、
近
代
的
租
税
の
開
始
期
に
相
当
す
る
（
1
）

。
す
な
わ
ち
、
王
領
地
収
入
・
封
建
的
土
地
保
有
関
係
に
基
づ
く
諸
収
入
・
王
の
特

四
五
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権
と
さ
れ
て
い
た
関
税
収
入
の
三
つ
を
支
柱
と
し
て
い
た
中
世
以
来
の
伝
統
的
な
国
家
収
入
体
系
が
、
一
六
四
二
年
八
月
に
勃
発
し
た
内

乱
を
契
機
と
し
て
決
定
的
に
崩
壊
し
、
議
会
の
承
認
を
必
要
と
す
る
租
税
収
入
に
全
面
的
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

他
方
に
お
い
て
は
、
国
王
に
対
す
る
封
建
法
上
の
義
務
を
免
れ
て
完
全
な
土
地
所
有
権
を
取
得
し
た
地
主
と
、
貨
幣
経
済
の
進
展
に
と
も

な
っ
て
富
を
貯
え
た
商
工
業
者
が
増
加
し
つ
つ
あ
っ
た
（
2
）

。
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
て
、
ペ
テ
ィ
は
、
租
税
問
題
に
多
大
の
関
心
を
示

し
、『
租
税
お
よ
び
貢
納
論
』（A

 T
reatise of T

axes an
d C

on
tribu

tion
s, 1662

）、『
政
治
算
術
』（P

olitical A
rith

m
etick, 1690

）
お
よ
び

『
賢
者
に
は
一
言
を
も
っ
て
足
る
』（V

erbu
m
 S

apien
ti, 1695

）
な
ど
の
著
作
を
公
刊
し
た
（
3
）

。

ペ
テ
ィ
が
租
税
面
に
お
い
て
取
り
組
ん
だ
課
題
を
要
約
す
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
に
「
租
税
国
家
」（S

teuerstaat

）
を
実
現
し
、
そ
の
た
め

の
基
礎
を
築
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
具
体
的
方
法
と
し
て
、
第
一
に
は
、
租
税
の
根
拠
、
租
税
負
担
の
配
分
、
租
税
原
則
、

租
税
の
転
嫁
な
ど
の
租
税
原
理
に
裏
づ
け
ら
れ
た
理
想
的
な
租
税
を
導
出
す
る
こ
と
、
第
二
に
は
、
資
本
制
的
生
産
様
式
の
一
層
の
発
展

を
通
じ
て
国
富
の
増
大
を
図
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
4
）

。

（
1
）　C

f. S
tephen D

ow
ell, A

 H
istory of T

axation an
d T

axes in E
n

glan
d from

 th
e earlist T

im
es to th

e P
resen

t D
ay, V

ol.II, 

L
ondon, 1884, rpt. 1965, B

k. 1.

（
2
）　

大
川
政
三
「
租
税
│
租
税
原
則
│
」（
高
橋
長
太
郎
・
林
栄
夫
編
『
現
代
の
財
政
理
論
』
春
秋
社
、
一
九
五
七
年
、
所
収
）、
一
五
六
│
一
五
七

頁
。

（
3
）　

こ
れ
ら
の
う
ち
、『
租
税
お
よ
び
貢
納
論
』
を
も
っ
て
、
租
税
転
嫁
論
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
セ
リ
グ
マ
ン
は
、「
ペ
テ
ィ
は
、
租
税
を
主
題

と
す
る
著
書
を
著
わ
し
た
最
初
の
英
国
学
者
と
し
て
有
名
で
あ
る
」
と
い
っ
て
い
る
（E

. R
. A
. S
eligm

an, T
h

e S
h

iftin
g an

d In
cid

en
ce of 

T
axation, N

ew
 Y
ork, 1899, 5th ed., 1927, rpt. 1969, p.30. 

井
手
文
雄
訳
『
租
税
転
嫁
論
』〔
第
一
部
〕、
実
業
之
日
本
社
、
一
九
五
〇
年
、

四
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三
七
頁
）。
ま
た
、
経
済
学
史
家
ル
イ
ス
・
ヘ
ネ
ー
も
、「
サ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
は
、
租
税
に
関
す
る
英
国
最
初
の
科
学
的
著
者
と
呼
ば
れ

て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（L

. H
, H
aney H

istory of E
con

om
ic T

h
ou

gh
t, N
ew
 Y
ork, 1920, rpt. 1923, p.128. 

大
野
信
三
訳
『
経
済
思
想

史
』〔
上
〕、
而
立
社
、
一
九
二
三
年
、
一
三
│
一
四
頁
）。

（
4
）　

大
川
政
三
、
前
掲
論
文
、
一
五
六
頁
。

二　

資
産
所
有
階
級
の
租
税
負
担
軽
減

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
内
乱
下
の
一
六
四
三
年
に
、
オ
ラ
ン
ダ
を
手
本
と
し
、
海
外
貿
易
の
保
護
、
国
家
債
務
の
償
還
お
よ
び
軍
隊
の

維
持
を
目
的
と
し
て
、
内
国
消
費
税
（E

xcise

）
が
新
た
に
導
入
さ
れ
た
（
1
）

。
こ
の
内
国
消
費
税
は
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
先
例
の
な
い
も

の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
が
深
刻
な
社
会
的
影
響
を
も
た
ら
し
、
市
民
革
命
を
通
じ
て
創
出
さ
れ
た
新
し
い
社
会

関
係
に
連
な
る
根
本
的
な
諸
問
題
を
提
起
す
る
こ
と
と
な
っ
た
（
2
）

。
そ
の
た
め
、
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
租
税
理
論
上
の
論
議

は
、
こ
の
内
国
消
費
税
の
問
題
に
集
中
し
た
。
そ
う
し
た
中
で
、
ペ
テ
ィ
は
、
代
表
的
な
内
国
消
費
税
推
奨
論
者
と
し
て
、
そ
の
合
理
性

を
積
極
的
に
論
証
す
る
こ
と
に
努
め
た
の
で
あ
る
（
3
）

。

ま
ず
、
ペ
テ
ィ
は
、『
租
税
お
よ
び
貢
納
論
』
の
第
一
五
章
の
冒
頭
に
お
い
て
、「
人
は
公
共
の
平
和
に
浴
す
る
分
け
前
と
利
益
に
応
じ

て
、
す
な
わ
ち
自
己
の
資
産
ま
た
は
富
に
応
じ
て
、
公
共
的
経
費
を
貢
納
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
に
な
に
人
と
い
え

ど
も
承
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
4
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
引
用
し
た
ペ
テ
ィ
の
章
句
は
、
厳
密
に
い
え
ば
、
租
税
配
分
の
基
準
を
説
い

た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
時
に
、
こ
の
章
句
か
ら
、
ペ
テ
ィ
が
、
国
家
が
人
民
の
資
産
を
保
護
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
れ
ら
に
与
え

ら
れ
る
利
益
の
反
対
給
付
と
し
て
租
税
を
根
拠
づ
け
て
い
る
こ
と
が
推
知
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ペ
テ
ィ
は
、
先
師
ト
ー
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ

四
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ズ
（T

hom
as H

obbes

）
が
租
税
を
も
っ
て
公
共
の
安
全
を
保
護
す
る
者
（
主
権
者
＝
国
家
）
に
支
払
う
賃
金
で
あ
る
と
み
な
し
た
よ
う
に
、

租
税
を
国
家
か
ら
受
け
る
利
益
の
対
価
で
あ
る
と
み
な
し
た
の
で
あ
る
（
5
）

。
そ
し
て
、
ペ
テ
ィ
は
、
そ
の
国
家
よ
り
受
け
る
利
益
の
大
小
が

租
税
配
分
の
基
準
と
な
り
、
そ
の
基
準
に
し
た
が
っ
て
課
税
す
る
こ
と
が
公
平
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
、
ペ

テ
ィ
は
、
租
税
配
分
の
基
準
に
お
い
て
、「
租
税
利
益
説
」（B

enefi t theory

）
を
と
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
、
個
々
人
が
国
家

か
ら
受
け
る
利
益
の
大
小
を
、
い
か
な
る
指
標
を
も
っ
て
実
際
に
測
定
す
る
の
か
が
、
問
題
と
し
て
残
る
。
こ
の
指
標
を
、
ペ
テ
ィ
は
、

先
の
引
用
文
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
個
々
人
の
所
有
す
る
資
産
ま
た
は
富
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ペ
テ
ィ
は
、
そ
の
富
を

「
現
実
的
な
富
」（actual riches
）
と
「
潜
在
的
な
富
」（potential riches

）
と
の
二
種
類
に
区
別
し
て
、「
あ
る
人
が
現
実
に
、
そ
し
て
真

実
に
富
ん
で
い
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
が
食
べ
た
り
、
飲
ん
だ
り
、
着
た
り
、
ま
た
は
他
の
方
法
で
、
実
際
的
に
、
そ
し
て
現
実
的
に

享
受
し
て
い
る
も
の
に
応
じ
て
富
ん
で
い
る
の
で
あ
る
（
6
）

」
と
述
べ
て
い
る
。
よ
う
す
る
に
、
ペ
テ
ィ
は
、
こ
こ
で
、
消
費
（
現
実
的
な
富
）

に
比
例
す
る
租
税
＝
富
に
比
例
す
る
租
税
＝
国
家
か
ら
の
利
益
に
比
例
す
る
租
税
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
内
国
消
費
税
は
公
平
な
租
税
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
い
わ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
（
7
）

。

ペ
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
内
国
消
費
税
に
は
、
次
の
よ
う
な
利
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
そ
れ
は
、
各
人
が
現
実
に
享
受
す
る
と

こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
支
払
う
も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
然
的
正
義
（natural justice

）
に
適
っ
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、
こ
の
租
税
は
そ
の

取
立
て
を
請
負
わ
せ
な
い
で
規
則
正
し
く
徴
収
さ
れ
る
な
ら
ば
、
勤
倹
を
約
束
す
る
租
税
で
あ
り
、
国
民
を
富
ま
す
こ
と
が
で
き
る
唯
一

の
方
法
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
な
に
人
と
い
え
ど
も
同
じ
物
品
に
つ
い
て
二
倍
ま
た
は
二
度
租
税
を
取
立
て
ら
れ
る

こ
と
が
な
い
こ
と
、
第
四
に
、
こ
の
方
法
を
用
い
る
と
国
民
の
富
、
産
物
、
産
業
お
よ
び
力
量
に
つ
い
て
い
つ
で
も
完
全
な
記
録
を
も
つ

こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
の
四
点
で
あ
る
（
8
）

。
ペ
テ
ィ
が
列
挙
し
て
い
る
、
こ
れ
ら
の
諸
点
か
ら
、
か
れ
の
内
国
消
費
税
推
奨
論
は
、
イ
ギ
リ

四
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ス
に
お
け
る
資
本
主
義
の
生
成
過
程
で
こ
の
租
税
が
果
た
す
役
割
を
理
論
的
に
是
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
過
程
を
推
進
さ
せ
る
と

い
う
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

ま
ず
、
ペ
テ
ィ
は
、
租
税
配
分
の
基
準
に
関
し
て
租
税
利
益
説
に
立
脚
し
、
消
費
こ
そ
真
の
富
で
あ
る
と
す
る
富
概
念
を
援
用
し
て
、

内
国
消
費
税
を
推
奨
し
た
。
こ
こ
で
、
ペ
テ
ィ
が
、
租
税
利
益
説
の
立
場
を
と
っ
て
貧
者
に
も
租
税
負
担
を
可
能
な
ら
し
め
る
こ
と
を
意

図
し
た
こ
と
は
、
地
主
階
級
を
は
じ
め
と
し
て
、
貿
易
業
者
や
生
産
者
等
の
当
時
の
資
本
家
階
級
の
利
益
に
適
う
も
の
で
あ
っ
た
。
な
ぜ

な
ら
ば
、
い
か
な
る
貧
者
と
い
え
ど
も
、
社
会
の
構
成
員
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
あ
る
程
度
の
利
益
を
国
家
よ
り
受
け
て

い
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
資
産
の
保
護
と
は
別
に
、
い
か
な
る
階
級
に
属
す
る
者
で
あ
る
の
か
は
問
わ
ず
、
す
べ
て
の
者
が
一

様
に
生
命
の
保
護
と
い
う
利
益
を
国
家
よ
り
受
け
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
租
税
利
益
説
に
よ
れ
ば
、
貧
者
も
当
然
に
そ
の

受
け
る
利
益
に
応
じ
て
納
税
す
べ
き
で
あ
る
と
の
議
論
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
り
、
資
産
所
有
階
級
は
貧
者
階
級
と
租
税
の
負
担
を
分
か

ち
合
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
（
9
）

。

ペ
テ
ィ
が
推
奨
す
る
内
国
消
費
税
導
入
以
前
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
の
租
税
収
入
は
、
主
に
戦
費
の
調
達
を
目
的
と
し
た
直
接
税
と
し
て

の
一
五
分
の
一
税
（F

ifteenth

）、
一
〇
分
の
一
税
（T

enth
）
な
ら
び
に
補
助
金
（S

ubsidy

）
か
ら
な
っ
て
い
た
。
一
五
分
の
一
税
と
一
〇

分
の
一
税
は
、
一
二
世
紀
後
半
に
起
源
を
も
ち
、
一
三
世
紀
を
通
じ
て
発
達
し
た
。
家
畜
、
穀
物
、
商
人
や
手
工
業
者
の
在
庫
商
品
、
家

具
調
度
品
、
金
銭
等
を
課
税
対
象
と
す
る
動
産
税
が
、
エ
ド
ワ
ー
ド
三
世
治
下
の
一
三
三
四
年
に
定
形
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後

は
、
土
地
、
建
物
を
主
と
す
る
固
定
資
産
か
ら
の
収
益
が
課
税
対
象
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
10
）

。
補
助
金
は
、
エ
ド
ワ
ー
ド
四
世
治
下
の

一
四
七
二
年
が
は
じ
ま
り
で
あ
る
と
さ
れ
、
ヘ
ン
リ
ー
八
世
治
下
の
一
五
一
五
年
以
降
に
よ
う
や
く
定
着
し
た
直
接
税
で
あ
る
。
そ
の
課

税
対
象
は
、
異
な
っ
た
二
つ
の
範
疇
を
合
わ
せ
も
つ
も
の
で
、
一
つ
は
、
土
地
、
建
物
よ
り
の
収
益
を
中
心
と
し
、
賃
料
、
奉
仕
、
相
続

四
九
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財
産
、
年
金
、
報
酬
、
給
与
、
そ
の
他
の
所
得
ま
た
は
収
益
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
他
の
一
つ
は
、
一
定
評
価
額
以
上
の
金
銭
、
延

べ
金
、
宝
石
、
在
庫
商
品
、
借
財
、
一
切
の
報
酬
、
家
畜
類
、
家
財
道
具
、
そ
の
他
の
動
産
に
対
す
る
も
の
で
あ
っ
た
（
11
）

。
そ
し
て
、
こ
の

補
助
金
は
、
先
の
一
五
分
の
一
税
お
よ
び
一
〇
分
の
一
税
と
と
も
に
、
そ
の
課
税
対
象
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
土
地
所
有
者
あ
る

い
は
動
産
所
有
者
に
よ
っ
て
負
担
さ
れ
、
当
時
の
貧
民
は
こ
れ
ら
の
租
税
の
負
担
か
ら
免
れ
て
い
た
（
12
）

。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ケ
ネ
デ
ィ

（W
illiam

 K
ennedy

）
に
よ
れ
ば
、「
絶
対
王
政
期
の
主
要
財
源
た
る
直
接
税
は
、
中
流
な
い
し
上
流
階
級
に
賦
課
さ
れ
、
賃
金
は
は
っ
き

り
と
免
税
さ
れ
て
い
た
（
13
）

」、
ま
た
、「
一
六
世
紀
の
中
葉
か
ら
一
六
四
〇
年
ま
で
、
貧
民
は
意
図
に
お
い
て
も
、
実
際
に
お
い
て
も
、
課
税

に
お
い
て
ほ
と
ん
ど
免
除
さ
れ
て
い
た
（
14
）

」
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ジ
ェ
ー
ム
ズ
（M

argaret Jam
es

）
の
言
葉
を
借
り

れ
ば
、「
貧
民
が
被
っ
た
負
担
は
、
輸
入
物
品
の
購
入
価
格
支
払
い
に
お
け
る
独
占
特
許
料
の
転
嫁
分
の
み
で
あ
っ
た
（
15
）

」
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
、
当
時
に
お
け
る
租
税
負
担
の
状
況
に
あ
っ
て
、
ペ
テ
ィ
が
主
張
し
て
い
る
租
税
配
分
の
基
準
と
し
て
の
租
税
利
益
説
は
、
い
わ

ゆ
る
貧
民
大
衆
（
賃
金
労
働
者
・
職
人
・
農
業
労
働
者
・
手
工
業
者
・
下
層
ヨ
ー
マ
ン
）
を
国
家
財
政
に
参
加
さ
せ
、
資
産
所
有
階
級
の
租
税
負

担
の
相
対
的
軽
減
を
可
能
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
ペ
テ
ィ
の
展
開
し
て
い
る
内
国
消
費
税
論
そ
の
も
の
の
中
に
も
、
資
産
所
有
階
級
の
租
税
負
担
軽
減
に
対
す
る
内
容
が
含
ま

れ
て
い
る
。
ペ
テ
ィ
は
、
消
費
に
比
例
し
て
課
税
す
る
こ
と
が
最
も
合
理
的
で
あ
る
と
し
、
そ
の
課
税
方
法
に
つ
い
て
は
、「
消
費
に
対

す
る
課
税
と
い
う
概
念
を
、
き
わ
め
て
完
全
な
も
の
と
す
る
に
は
、
す
べ
て
の
個
々
の
必
需
品
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
が
消
費
の
た
め
に
熟

し
き
っ
た
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
課
税
す
る
こ
と
で
あ
る
（
16
）

」
と
い
っ
て
い
る
。
他
方
に
お
い
て
、
ペ
テ
ィ
は
、
ビ
ー
ル
、
塩
、
燃
料
、
パ
ン

等
の
唯
一
種
の
品
目
を
内
国
消
費
税
の
課
税
対
象
と
し
て
選
択
し
よ
う
と
す
る
主
張
に
対
し
、「
こ
れ
ら
の
物
品
を
あ
る
人
は
一
層
多
く

消
費
し
、
他
の
人
は
一
層
少
な
く
消
費
す
る
（
17
）

」
と
し
て
、
そ
の
不
合
理
性
を
批
判
す
る
。
こ
う
し
た
ペ
テ
ィ
の
主
張
は
、
奢
侈
品
か
必
需

五
〇



ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
租
税
論
（
吉
田
）

（
四
四
三
）

品
か
の
基
準
に
よ
っ
て
選
択
す
る
こ
と
な
く
、
可
能
な
か
ぎ
り
多
く
の
品
目
を
、
理
想
と
し
て
は
一
切
の
品
目
を
内
国
消
費
税
の
課
税
対

象
に
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
網
羅
的
な
課
税
対
象
品
目
に
対
す
る
内
国
消
費
税
は
、

租
税
負
担
軽
減
と
い
う
点
で
、
資
産
所
有
階
級
に
と
っ
て
都
合
の
良
い
も
の
で
あ
っ
た
。

次
に
、
ペ
テ
ィ
は
、
税
率
に
関
し
て
は
、
比
例
税
率
を
主
張
し
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
内
国
消
費
税
に
お
い
て
は
累
進
税
率
の
採
用
は

困
難
で
あ
り
、
必
然
的
に
比
例
税
率
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
（
18
）

。
し
か
し
、
内
国
消
費
税
で
あ
っ
て
も
、
累
進
税
的
要
素
を
加
味
す
る
こ
と

が
ま
っ
た
く
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
必
需
品
的
性
格
の
強
い
品
目
ほ
ど
低
い
税
率
を
適
用
し
、
逆
に
奢
侈
品
的
性

格
の
強
い
品
目
ほ
ど
高
い
税
率
を
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
種
の
累
進
税
的
効
果
を
も
た
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
ペ

テ
ィ
の
著
作
に
は
、
こ
の
よ
う
な
構
想
に
つ
い
て
の
論
述
は
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ペ
テ
ィ
に
は
、
大
衆
課
税
を
避
け
る
意
思

の
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
し
て
ま
た
、
ペ
テ
ィ
は
、
累
積
税
率
と
同
じ
く
、
免
税
点
に
つ
い
て
も
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
も
と
よ
り
、
内
国
消
費
税
に
お

い
て
は
、
免
税
点
の
設
定
は
不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ペ
テ
ィ
が
内
国
消
費
税
を
理
想
的
な
租
税
で
あ
る
と
し
て
推
奨
し
た
こ
と

そ
れ
自
体
が
、
す
で
に
免
税
点
を
問
題
と
し
て
取
り
あ
げ
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
免
税
点
に
つ
い
て
考

慮
し
な
い
こ
と
も
ま
た
、
ペ
テ
ィ
が
大
衆
課
税
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
19
）

。
そ
し
て
、
こ
れ

ら
比
例
税
率
の
採
用
と
免
税
点
の
不
考
慮
は
、
い
ず
れ
も
資
産
所
有
階
級
の
租
税
負
担
上
に
お
け
る
利
益
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
（
20
）

。

五
一
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（
1
）　

こ
の
時
期
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
の
消
費
税
制
度
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
以
下
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。E

. R
. A
. S
eligm

an, E
ssays in 

T
axation, L

ondon, 1895, 5th ed., 1921, p.9. F
. K
. M
ann, S

teu
erpolitisch

e Id
eal, Jena, 1937, S

.61-72. 

石
坂
昭
雄
「
オ
ラ
ン
ダ
連
邦

共
和
国
の
租
税
構
造
＝
政
策
│
仲
継
貿
易
資
本
と
間
接
消
費
税
│
」、『
社
会
経
済
史
学
』
第
二
九
巻
第
三
号
、
一
九
四
六
年
二
月
、
二
一
│
五
一
頁
。

（
2
）　

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
内
国
消
費
税
の
先
行
形
態
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
せ
よ
。W

illiam
 V
ocke, G

esch
ich

te d
er S

teu
ern 

d
es B

ritisch
en R

eich
s, L
eipzig, 1866, S

.360. 

佐
藤
進
『
近
代
税
制
の
成
立
過
程
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
五
年
、
八
一
一
頁
。
石
坂
昭

雄
「
租
税
制
度
の
変
革
」（
大
塚
久
男
・
高
橋
智
雄
・
松
田
幸
八
郎
編
『
西
洋
経
済
史
講
座
』〔
第
四
巻
〕、
岩
波
書
店
、
一
九
六
〇
年
、
所
収
）、

一
六
九
│
一
七
二
頁
。

（
3
）　

こ
の
ほ
か
に
、
カ
ー
ル
・
マ
ン
は
、
こ
の
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
内
国
消
費
税
の
推
奨
論
者
と
し
て
、
ト
ー
マ
ス
・
ホ
ッ
ブ
ズ

（T
hom
as H

obbes

）、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
（C

harles D
avenant

）、
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
チ
ャ
イ
ル
ド
（Josuah C

hild

）、
ナ
サ
ニ
ア
ル
・

グ
ー
ル
ド
（N

athaniel G
ould

）
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
（F

. K
. M
ann, a. a. O

., S
.64

）。

（
4
）　W

illiam
 P
etty, A

 T
reatise of T

axes an
d C

on
tribu

tion
s, L
ondon, 1662, in C

. H
. H
ull. ed., T

h
e E

con
om

ic W
ritin

gs of S
ir 

W
illiam

 P
etty, V

ol.I, C
am
bridge, 1899, p.91. 

大
内
兵
衛
・
松
川
七
郎
訳
『
租
税
貢
納
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
、
一
五
七
頁
。
訳
文
は
、

一
部
変
更
を
加
え
た
。
以
下
同
様
。

（
5
）　

ホ
ッ
ブ
ズ
は
、
主
著
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
に
お
い
て
、「
主
権
者
権
力
に
よ
っ
て
人
々
に
課
せ
ら
れ
る
す
べ
て
の
賦
課
は
、
個
々
人
が
そ
れ

ぞ
れ
の
仕
事
や
職
業
を
実
行
す
る
の
を
防
衛
す
る
た
め
に
、
公
共
の
剣
を
も
つ
人
々
に
対
し
て
、
当
然
に
払
う
べ
き
賃
金
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ

る
」
と
説
い
て
い
る
（T

hom
as H

obbes, L
eviath

an, or th
e M

atter, F
orm

e an
d P

ow
er of a C

om
m

on
-W

ealth E
celesiasticall an

d 

C
ivill, L

ondon, 1651, in S
ir W

illiam
 M
olesw

orth, B
art, col. and ed., T

h
e E

n
glish W

orks of T
h

om
as H

obbes of M
alm

esbu
ry, 

V
ol.III, L

ondon, 1839, p.334. 

永
田
洋
訳
『
リ
ヴ
ァ
イ
ア
サ
ン
』〔
一
〕、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
、
二
八
八
頁
）。

（
6
）　W
illiam

 P
etty, T

reatise of T
axes, op. cit., p.91. 

邦
訳
、
一
五
七
頁
。

（
7
）　

大
川
政
三
、
前
掲
論
文
、
一
五
八
頁
。

（
8
）　W

illiam
 P
etty, T

reatise of T
axes, op. cit., pp.94-95. 

邦
訳
、
一
六
三
│
一
六
四
頁
。

五
二
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（
9
）　

井
手
文
雄
『
古
典
学
派
の
財
政
論
』（
増
訂
新
版
）、
創
造
社
、
一
九
六
〇
年
、
一
四
四
│
一
四
五
頁
。

（
10
）　

隅
田
哲
司
『
イ
ギ
リ
ス
財
政
史
研
究
│
近
代
租
税
制
度
の
生
成
│
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
七
九
年
、
一
六
四
│
一
六
五
頁
。

（
11
）　

同
上
書
、
一
六
五
頁
。

（
12
）　

一
五
分
の
一
税
と
一
〇
分
の
一
税
は
一
六
二
四
年
に
消
滅
し
、
ま
た
補
助
金
は
一
六
六
三
年
を
も
っ
て
最
終
的
に
廃
止
さ
れ
た
（
同
上
書
、

一
六
七
頁
）。

（
13
）　W

illiam
 K
ennedy, E

n
glish T

axation 1640-1799, A
n E

ssay on P
olicy an

d O
pin

ion, L
ondon, 1913, rpt. 1964, p.22.

（
14
）　

Ibid., p.83.

（
15
）　M

argaret Jam
es, S

ocial P
roblem

s an
d P

olicy d
u

rin
g T

h
e P

u
ritan R

evolu
tion 1640-1660, L

ondon, 1930, p.245.

（
16
）　W

illiam
 P
etty, T

reatise of T
axes, op. cit., p.91. 

邦
訳
、
一
五
八
頁
。

（
17
）　

Ibid., p.94. 

邦
訳
、
一
六
二
頁
。

（
18
）　

ペ
テ
ィ
は
、
課
税
品
目
の
種
類
に
よ
っ
て
税
率
を
異
な
っ
た
も
の
に
す
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
考
え
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ

は
、
財
の
製
造
に
対
し
て
投
下
さ
れ
た
人
的
物
的
生
産
要
素
の
量
に
着
目
し
た
区
別
で
あ
っ
て
、
必
需
品
か
奢
侈
品
か
の
違
い
に
よ
る
区
別
で
は
な

い
（C

f. Ibid., pp.91-92. 

邦
訳
、
一
五
八
│
一
六
〇
頁
）。

（
19
）　

井
手
文
雄
、
前
掲
書
、
一
四
六
│
一
四
七
頁
。

（
20
）　

同
上
書
、
一
四
八
頁
。

三　

労
働
者
へ
の
租
税
負
担
増
加
に
よ
る
勤
労
意
欲
の
喚
起

ペ
テ
ィ
は
、『
租
税
お
よ
び
貢
納
論
』
に
お
い
て
、「
租
税
国
家
」
の
成
立
を
展
望
し
つ
つ
内
国
消
費
税
の
合
理
性
を
論
証
す
る
こ
と
に

努
め
た
が
、『
政
治
算
術
』
と
『
賢
者
一
言
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
租
税
が
貧
民
労
働
者
の
消
費
生
活
を
圧
迫
し
、
か
れ
ら
を
よ
り
強
度

五
三
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な
労
働
に
駆
り
立
て
る
た
め
の
手
段
と
し
て
有
効
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
（
1
）

。
そ
の
背
後
に
あ
る
の
は
、「
労
働
は
富
の
父
で

あ
り
、
能
動
的
要
素
で
あ
る
（
2
）

」、「
君
主
の
偉
大
さ
や
栄
光
は
、
君
主
が
よ
く
統
一
し
、
よ
く
統
治
し
て
い
る
人
民
の
数
・
技
芸
及
び
勤
勉

に
あ
る
（
3
）

」
と
い
う
言
葉
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
、
労
働
・
勤
勉
の
重
要
性
に
対
す
る
認
識
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
の
一
七
世
紀
に
は
、
資
本
主
義
の
生
成
に
と
も
な
っ
て
雇
用
労
働
な
い
し
賃
金
労
働
が
普
及
し
た
。
し
か
し
、
当
時
の
労
働

者
は
、
伝
来
の
慣
習
的
に
固
定
し
た
生
活
水
準
を
基
準
と
し
て
、
怠
惰
に
な
っ
た
り
勤
勉
に
な
っ
た
り
し
た
。
つ
ま
り
、
不
作
の
た
め
の

穀
物
価
格
の
騰
貴
に
よ
る
生
計
費
の
高
騰
、
あ
る
い
は
不
況
の
た
め
の
失
業
に
よ
る
賃
金
の
下
落
な
ど
で
、
伝
統
的
な
生
活
水
準
の
維
持

が
困
難
に
な
れ
ば
、
労
働
者
は
勤
勉
に
な
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
豊
作
や
好
況
等
の
場
合
に
は
、
労
働
者
は
怠
惰
と
な
る

傾
向
に
あ
っ
た
（
4
）

。
こ
う
し
た
性
向
を
当
時
の
労
働
者
が
も
つ
中
で
、
一
七
世
紀
初
頭
に
さ
ま
ざ
ま
の
農
業
改
良
の
試
み
が
行
わ
れ
、
そ
の

結
果
と
し
て
穀
物
生
産
量
が
増
大
し
、
物
価
の
動
向
に
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め
て
い
た
穀
物
価
格
が
下
落
し
た
。
他
方
に
お
い
て
、

一
七
世
紀
後
半
に
は
、
人
口
増
加
圧
力
が
弱
ま
り
、
物
価
と
り
わ
け
穀
物
価
格
が
安
定
的
に
推
移
し
、
ま
た
、
名
目
賃
金
も
上
昇
し
た
こ

と
に
よ
っ
て
実
質
賃
金
が
上
昇
し
、
労
働
者
の
生
活
は
以
前
よ
り
も
改
善
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
実
質
賃
金
の
上
昇
は
、
貧
民
労
働
者

に
お
け
る
怠
惰
を
顕
著
に
発
現
さ
せ
、
労
働
不
足
を
生
じ
さ
せ
た
（
5
）

。
こ
の
こ
と
は
、
新
興
の
資
本
主
義
的
経
営
者
た
ち
に
と
っ
て
は
痛
手

で
あ
り
、
ひ
い
て
は
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
発
展
に
と
っ
て
大
き
な
障
害
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
貧
民
労
働
者
の
怠
惰
の
問
題
が
当
時
の
著

述
家
の
関
心
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
期
の
イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
関
係
の
文
献
に
は
、
当
時
の
貧
民
労
働
者
は
怠
惰
で
あ
っ
た

と
い
う
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
（
6
）

。
ペ
テ
ィ
も
ま
た
、
そ
の
著
作
に
お
い
て
、
貧
民
労
働
者
の
怠
惰
を
激
し
く
非
難
し
て
い
る
。

ペ
テ
ィ
は
、『
政
治
算
術
』
の
第
二
章
に
お
い
て
、「
多
数
の
貧
民
を
雇
用
す
る
織
元
や
そ
の
他
の
者
が
観
察
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

穀
物
が
は
な
は
だ
し
く
豊
富
な
と
き
に
は
、
貧
民
の
労
働
者
が
比
例
的
に
高
価
で
あ
っ
て
、
か
れ
ら
を
雇
い
入
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど

五
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ま
っ
た
く
で
き
な
い
。
た
だ
食
わ
ん
が
た
め
、
む
し
ろ
た
だ
飲
ま
ん
が
た
め
に
労
働
す
る
者
は
、
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
放
縦
で
あ
る
（
7
）

」
と

い
っ
て
い
る
。
ま
た
、「
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
い
て
費
消
さ
れ
て
い
る
穀
物
が
…
…
数
年
の
平
均
年
額
で
一
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
に
値
す
る

と
す
れ
ば
、
非
常
な
豊
年
に
は
、
右
の
穀
物
は
三
分
の
一
安
値
と
な
り
、
莫
大
な
利
益
が
期
せ
ず
し
て
共
同
の
富
に
付
加
さ
れ
る
か
も
知

れ
な
い
、
と
い
う
結
果
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
で
は
、
そ
れ
は
量
に
お
い
て
も
ま
た
質
に
お
い
て
も
、
人
民
を
過
食
さ
せ
て
し
ま
う

ほ
ど
消
費
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
か
れ
ら
は
自
分
た
ち
の
日
常
の
労
働
を
い
と
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
8
）

」
と
い
っ
て
い

る
。
つ
づ
け
て
、
ペ
テ
ィ
は
、「
同
様
の
こ
と
は
砂
糖
・
タ
バ
コ
お
よ
び
こ
し
ょ
う
に
つ
い
て
も
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
過
剰
栽
培
の
た

め
に
、
不
合
理
な
安
値
を
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
（
9
）

」
と
も
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
引
用
文
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ペ
テ
ィ
は
、

一
七
世
紀
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
他
の
著
述
家
と
同
様
に
、
貧
民
労
働
者
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
ほ
ど
の
怠
け
者
で
あ
っ
て
、
少
し
で
も
生

存
し
て
い
け
る
こ
と
に
な
る
と
、
も
っ
と
働
い
て
そ
れ
に
応
じ
て
生
活
水
準
を
上
げ
よ
う
と
は
し
な
い
で
、
む
し
ろ
で
き
う
る
か
ぎ
り
働

か
な
い
で
暮
ら
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
、
信
じ
て
い
た
。
こ
う
し
た
労
働
者
観
を
と
る
な
ら
ば
、
当
然
に
、
賃
金
の
自
然
的
な
最
高

水
準
は
で
き
う
る
か
ぎ
り
低
い
生
活
水
準
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
ペ
テ
ィ
は
、
貧
民
労
働
者
に
は
、

最
低
生
活
の
み
を
与
え
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
実
質
賃
金
が
低
い
と
き
に
は
、
製
造
業
者
は
欲
す
る
だ
け
の
労
働
者
を
手
に
入
れ
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
を
説
く
（
10
）

。

ペ
テ
ィ
の
時
代
、
貧
民
労
働
者
の
労
働
に
対
す
る
消
極
的
な
性
向
を
積
極
的
な
そ
れ
へ
と
転
化
さ
せ
る
方
策
と
し
て
、
児
童
労
働
の
要

請
、
救
貧
法
（P

oor L
aw

）
へ
の
反
対
を
含
む
強
制
労
役
場
（W

orkhouse college of industry

）
の
提
唱
、
住
居
制
限
法
（S

ettlem
ent 

L
aw

）
へ
の
批
判
、
移
民
受
入
政
策
へ
の
積
極
的
評
価
、
貧
民
労
働
者
の
生
活
改
善
の
抑
圧
等
々
、
一
連
の
方
策
が
各
々
相
互
に
関
連
を

保
ち
つ
つ
提
案
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
な
に
よ
り
も
低
賃
金
論
に
代
表
的
に
表
現
さ
れ
る
（
11
）

。
こ
の
よ
う
な
政
策
の
体
系
は
、「
貧

五
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困
の
効
用
の
原
理
」（the doctrine of the utility of poverty （12
）

）
あ
る
い
は
「
低
賃
金
の
経
済
」（econom

y of low
 w
ages （13

）
）
へ
の
思
想
と
し

て
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
14
）

。
賃
金
低
下
へ
の
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
、
名
目
賃
金
の
引
下
げ
が
早
く
か
ら
提
唱
さ
れ
た
が
、
こ
の
ほ
か

に
も
、
実
質
賃
金
の
切
下
げ
も
主
張
さ
れ
た
（
15
）

。
こ
れ
は
、
食
糧
を
主
と
す
る
必
需
品
の
価
格
の
騰
貴
政
策
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
実
質
賃
金
切
下
げ
論
が
提
唱
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
方
法
が
よ
り
実
行
し
や
す
く
、
ま
た
土
地
所
有
者
と
の
妥
協
の
余
地
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
（
16
）

。
ペ
テ
ィ
は
、
こ
う
し
た
実
質
賃
金
の
切
下
げ
を
、
内
国
消
費
税
の
賦
課
を
も
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
の
著
述
家
た
ち
は
、
オ
ラ
ン
ダ
こ
そ
が
重
商
主
義
の
原
理
を
正
し
く
実
施
し
て
い
る
よ
い
例
で
あ
る
、
と
確
信

し
て
い
た
。
ペ
テ
ィ
も
、
こ
う
し
た
「
オ
ラ
ン
ダ
賛
美
論
者
」
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
、
ペ
テ
ィ
が
オ
ラ
ン
ダ
を
重

商
主
義
の
理
想
国
家
と
し
て
賛
美
す
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
国
王
と
議
会
と
の
間
の
内
乱
が
白
熱
化
し
た
一
六
四
三
年
に
、
繁
栄
の
絶

頂
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
同
国
に
遊
学
し
た
こ
と
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
。
ペ
テ
ィ
は
、
お
よ
そ
二
年
に
わ
た
る
オ
ラ
ン
ダ
滞
在
中

に
、
脈
絡
に
乏
し
い
名
詞
を
並
べ
た
だ
け
の
三
一
項
目
か
ら
な
る
メ
モ
的
な
ノ
ー
ト
を
残
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ば
、
ペ
テ
ィ
が
行

な
っ
た
社
会
観
察
の
最
初
の
記
録
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
、「
公
平
な
租
税
と
そ
の
申
し
分
の
な
い
使
途
（
消
費
税
│

筆

者
）」、「
あ
ら
ゆ
る
人
が
働
く
」、「
極
度
の
節
倹
│
勤
労
」
と
い
う
項
目
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ペ
テ
ィ
が
、
オ
ラ
ン
ダ
の

繁
栄
の
基
礎
を
、
節
倹
│
勤
労
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
勤
労
」
は
、
そ
の
後

の
ペ
テ
ィ
の
著
作
に
お
け
る
経
済
学
上
の
全
理
論
の
統
一
的
基
礎
を
な
す
概
念
と
な
っ
た
（
17
）

。

ペ
テ
ィ
は
、『
政
治
算
術
』
の
第
二
章
に
お
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
課
税
方
法
（
内
国
消
費
税
）
を
富
の
増
加
に
結
び
つ
け
て
、「
オ
ラ
ン

ダ
お
よ
び
ジ
ー
ラ
ン
ド
ほ
ど
、
租
税
お
よ
び
公
共
的
貢
納
の
形
で
多
く
の
支
払
い
を
し
た
国
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
こ
に
も
な
く
、
し
か
も

右
と
同
じ
期
間
に
こ
れ
ら
の
国
と
比
肩
し
う
る
ほ
ど
そ
の
富
を
増
加
し
た
国
も
ま
っ
た
く
な
い
。
…
…
こ
れ
ら
の
国
は
、
異
例
の
場
合
を

五
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除
け
ば
、
人
が
利
得
す
る
と
こ
ろ
に
応
じ
て
課
税
せ
ず
に
、
人
が
消
費
す
る
と
こ
ろ
に
応
じ
て
課
税
す
る
の
を
常
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
と
り
わ
け
無
用
な
消
費
、
つ
ま
り
収
益
の
見
込
み
な
き
費
消
に
課
税
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
18
）

」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
引
用
文
を
、
先

の
オ
ラ
ン
ダ
遊
学
時
に
お
け
る
メ
モ
的
ノ
ー
ト
と
合
わ
せ
て
理
解
す
る
と
き
、
オ
ラ
ン
ダ
の
消
費
税
制
度
に
対
す
る
評
価
は
、
そ
れ
が
貧

民
労
働
者
の
労
働
意
欲
を
喚
起
す
る
効
果
を
有
す
る
と
い
う
認
識
の
下
に
お
け
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、

労
働
者
の
性
格
の
本
質
は
怠
惰
に
あ
る
と
い
う
概
念
に
依
拠
し
て
、
貧
民
労
働
者
は
内
国
消
費
税
賦
課
に
よ
る
実
質
的
低
賃
金
の
場
合
こ

そ
、
生
活
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
そ
の
労
働
力
の
供
給
を
増
加
さ
せ
る
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
低
賃
金
の
経
済
」
論
者
と
し
て
の
ペ
テ
ィ
の

側
面
が
よ
く
う
か
が
え
る
（
19
）

。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
ペ
テ
ィ
は
、
こ
の
よ
う
な
課
税
方
法
に
よ
っ
て
得
た
貨
幣
を
、
資
本
と
し
て
活
用

す
る
者
に
与
え
る
こ
と
の
利
益
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
る
。「
か
り
に
貨
幣
が
租
税
の
形
で
、
そ
れ
を
む
だ
に
食
べ
た
り

飲
ん
だ
り
す
る
こ
と
に
使
う
人
か
ら
引
き
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
土
地
の
改
良
・
漁
獲
・
鉱
山
の
作
業
・
製
造
業
者
等
々
に
用
い
る
別
人
に

交
付
さ
れ
る
と
し
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
租
税
が
、
右
の
相
異
な
る
人
た
ち
を
そ
の
成
員
と
す
る
国
家
に
と
っ
て
、
有
利
で
あ
る
の
は
明
白

で
あ
る
（
20
）

」
と
。
さ
ら
に
、
ペ
テ
ィ
は
、
つ
づ
け
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。「
も
し
、
貨
幣
が
、
上
述
の
よ
う
に
食
べ
た
り
飲
ん
だ
り

す
る
こ
と
や
、
ま
た
は
そ
の
他
の
腐
敗
し
が
ち
な
物
品
に
使
う
人
か
ら
引
き
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
を
服
地
に
振
り
向
け
る
人
へ
譲
渡
さ
れ
る

な
ら
ば
、
私
は
い
う
。
こ
の
場
合
で
さ
え
、
共
同
の
富
に
と
っ
て
多
少
と
も
有
利
で
あ
る
、
と
。
…
…
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
右
の
貨
幣

が
家
屋
の
調
度
に
使
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
利
益
は
な
お
い
く
ら
か
大
き
く
、
そ
れ
が
家
屋
の
建
築
に
使
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
利
益
は

さ
ら
に
大
き
い
。
も
し
、
土
地
の
改
良
・
鉱
山
の
作
業
・
漁
獲
等
々
に
使
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
利
益
は
な
お
さ
ら
大
き
い
（
21
）

」
と
。
こ
う

し
て
、
ペ
テ
ィ
は
、
内
国
消
費
税
の
賦
課
に
よ
る
実
質
賃
金
の
切
下
げ
（
＝
低
賃
金
）
を
通
じ
た
貧
民
労
働
者
の
労
働
促
進
効
果
を
、
そ

し
て
ま
た
、
得
ら
れ
た
貨
幣
を
資
本
と
し
て
活
用
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
力
説
し
て
い
る
。

五
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ペ
テ
ィ
は
、
第
二
次
対
オ
ラ
ン
ダ
戦
争
に
と
も
な
う
戦
費
調
達
を
主
題
と
し
た
『
賢
者
一
言
』
に
お
い
て
も
、
課
税
が
貧
民
労
働
者
の

怠
惰
を
抑
制
し
、
労
働
を
促
進
す
る
要
因
に
な
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
ず
、
ペ
テ
ィ
は
、『
賢
者
一
言
』
の
序
論
に
お
い
て
、
公

共
経
費
を
あ
る
特
定
の
階
級
か
ら
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
国
民
す
べ
て
か
ら
幅
広
く
調
達
す
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
（
22
）

。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
前
提
と
し
て
、
ペ
テ
ィ
は
、
つ
づ
く
第
一
章
と
第
二
章
に
お
い
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
諸
階
級
の
間
で
配
分
さ

れ
る
べ
き
租
税
負
担
の
妥
当
な
割
合
を
、
か
れ
が
創
始
し
た
政
治
算
術
（P

olitical A
rithm

etic

）
の
方
法
に
基
づ
い
て
、
次
の
よ
う
な
プ

ロ
セ
ス
に
よ
っ
て
算
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
人
口
は
約
六
〇
〇
万
人
で
あ
り
、
そ
こ
で
の
必
需
品
へ
の
一
人
当
た

り
年
間
支
出
は
六
ポ
ン
ド
一
三
シ
リ
ン
グ
四
ペ
ン
ス
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
国
民
の
総
消
費
支
出
は
、
四
〇
〇
〇

万
ポ
ン
ド
で
あ
る
。
第
二
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
資
産
価
値
の
総
額
は
二
億
五
〇
〇
〇
万
ポ
ン
ド
で
あ
り
、
そ
の
資
産
が
も
た
ら
す
年
当
た
り

の
収
入
総
額
は
、
一
五
〇
〇
万
ポ
ン
ド
で
あ
る
。
第
三
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
力
人
口
は
三
〇
〇
〇
万
人
で
、
そ
の
労
働
が
生
み
出
す
年

当
た
り
の
収
入
総
額
は
、
二
五
〇
〇
万
ポ
ン
ド
で
あ
る
。
以
上
に
お
け
る
よ
う
な
政
治
算
術
的
分
析
に
よ
り
、
ペ
テ
ィ
は
、
イ
ギ
リ
ス
に

お
け
る
公
共
的
経
費
は
資
産
と
労
働
に
よ
っ
て
三
対
五
の
割
合
で
調
達
さ
れ
る
こ
と
が
妥
当
で
あ
る
、
と
い
う
結
論
に
達
す
る
（
23
）

。
こ
の
こ

と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
租
税
負
担
は
、
地
主
・
農
業
者
・
海
運
業
者
・
商
人
・
製
造
業
者
・
金
融
業
者
・
利
子
生
活
等
の
資
産
所
有

者
と
労
働
者
と
の
間
で
三
対
五
の
割
合
で
配
分
さ
れ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場

合
に
、
ペ
テ
ィ
は
、
内
国
消
費
税
と
人
頭
税
（P

oll-m
oney

）
に
よ
っ
て
負
担
す
べ
き
で
あ
り
、
労
働
者
が
現
行
よ
り
も
労
働
時
間
を

二
〇
分
の
一
増
加
さ
せ
、
消
費
量
を
二
〇
分
の
一
減
少
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
困
難
も
な
く
こ
れ
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
考
え

て
い
る
（
24
）

。
ペ
テ
ィ
自
身
の
い
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
労
働
者
は
、
一
日
当
た
り
一
〇
時
間
働
き
、
一
週
間
当
た
り
就
業
日
は
三
回
、
日

曜
日
は
二
回
と
し
て
、
二
〇
回
の
食
事
を
と
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
も
し
か
れ
ら
が
金
曜
日
の
晩
に
断
食
し
、
そ
し
て
一
一
時
か
ら
一
時

五
八
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四
五
一
）

ま
で
、
二
時
間
も
か
か
る
食
事
時
間
を
一
時
間
半
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
労
働
が
二
〇
分
の
一
増
加
し
、
消
費

が
二
〇
分
の
一
減
る
か
ら
、
上
述
の
一
〇
分
の
一
は
調
達
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
（
25
）

」
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
ペ
テ
ィ
は
、
貧
民
労
働
者
に
対
す
る
課
税
上
の
温
情
的
措
置
に
つ
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
鋭
く
批
判
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
貧
民
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
経
費
に
対
し
て
、
現
在
の
と
こ
ろ
一
年
一
人
当
た
り
せ
い
ぜ
い
一
シ
リ
ン
グ
を
支
払
っ
て
い
る
に

す
ぎ
な
い
が
、
か
れ
ら
に
対
す
る
虚
偽
の
慈
悲
心
が
、
か
れ
ら
の
た
め
に
仕
事
を
与
え
な
い
で
お
く
と
い
う
残
酷
さ
と
か
ら
み
合
い
わ
れ

わ
れ
自
身
が
か
れ
ら
を
雇
う
こ
と
を
好
ま
ぬ
ま
ま
に
、
か
れ
ら
の
怠
惰
を
許
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
か
れ
ら
の
あ
る
者
は
悪
習

慣
に
圧
倒
さ
れ
、
ま
た
他
の
者
は
む
さ
く
る
し
い
貧
困
と
獣
的
な
無
秩
序
の
ま
ま
に
放
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
26
）

」
と
。
こ
れ
ら
の
引
用

文
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
ペ
テ
ィ
の
見
解
は
、『
政
治
算
術
』
で
主
張
さ
れ
た
「
低
賃
金
の
経
済
」
論
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、『
政
治
算
術
』
で
は
、
内
国
消
費
税
に
よ
る
低
賃
金
が
貧
民
労
働
者
の
労
働
を
促
す
こ
と
が
力
説
さ
れ
て
い

る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
、
同
税
が
か
れ
ら
の
怠
惰
を
抑
制
す
る
要
因
と
な
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
27
）

。
そ
し
て
、
こ
う

し
た
見
解
は
、
そ
の
後
、
資
本
の
蓄
積
に
基
づ
く
国
内
市
場
の
拡
充
を
背
景
と
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
ス
ミ
ス
（John S

m
ith

）、
ア
ー
サ
ー
・

ヤ
ン
グ
（A

rthur Y
oung

）、
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
タ
ッ
カ
ー
（Josiah T

ucker

）、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン
プ
ル
（W

illiam
 T
em
ple

）
等
の
初
期
産

業
資
本
の
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
に
よ
っ
て
、
一
層
明
確
な
形
を
と
っ
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
1
）　

大
川
政
三
「
ペ
テ
ィ
財
政
論
の
初
期
資
本
主
義
的
性
格
」、『
一
橋
論
叢
』（
一
橋
大
学
）
第
三
六
巻
第
六
号
、
一
九
五
六
年
一
二
月
、
七
一
頁
。

（
2
）　W

illiam
 P
etty, T

reatise of T
axes, op. cit., p.68. 

邦
訳
、
二
九
頁
。

（
3
）　

Ibid., p.22. 

邦
訳
、
四
二
頁
。

五
九



政
経
研
究　

第
四
十
九
巻
第
三
号
（
二
〇
一
三
年
一
月
）

（
四
五
二
）

（
4
）　

林
達
『
重
商
主
義
と
産
業
革
命
』
学
文
社
、
一
九
八
八
年
、
九
八
│
九
九
頁
。

（
5
）　D

. C
. C
olem

an, T
h

e E
con

om
y of E

n
glan

d 1450-1750, O
xford, 1977, p.103.

（
6
）　

ピ
ー
タ
ー
・
マ
サ
イ
ア
ス
は
、
こ
う
し
た
労
働
者
観
を
と
る
者
と
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
ウ
ェ
イ
ラ
ン
ド
（John W

eyland

）、
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン

リ
ー
（T

hom
as M

anly

）、
ジ
ョ
ン
・
ホ
ー
ト
ン
（John H

oughton

）、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
（W

illiam
 P
etty

）、
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
チ
ャ
イ
ル

ド
（Josiah C

hild

）、
バ
ー
ナ
ー
ド
・
マ
ン
デ
ヴ
ィ
ル
（B

ernard M
andeville

）、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
（John L

aw

）、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム

（D
avid H

um
e

）、
ジ
ョ
ナ
ス
・
ハ
ン
ウ
ェ
イ
（Jonas H

anw
ay

）、
ジ
ョ
ン
・
マ
ク
フ
ァ
ー
ラ
ン
ド
（John M

acfarland

）、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
テ
ン

プ
ル
（W

illiam
 T
em
ple

）、
ジ
ョ
ン
・
ポ
レ
ッ
ク
ス
フ
ェ
ン
（John P

ollexfen

）、
ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
ジ
ー
（Joshua G

ee

）、
ジ
ョ
ン
・
ケ
ア
リ
ー

（John C
ary

）、
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
（D

aniel D
efoe

）、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ア
レ
ン
（W

illiam
 A
llen

）、
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
タ
ッ
カ
ー
（Josiah 

T
ucker

）、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
フ
ォ
ー
キ
ィ
ー
（F
rancis F

ouquier

）、
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
（H

enry F
ielding

）、
ビ
シ
ョ
ッ
プ
・

バ
ー
ク
リ
（B

ishop B
erkeley

）、
ロ
ジ
ャ
ー
・
ノ
ー
ス
（R

oger N
orth

）、
等
の
名
前
を
挙
げ
て
い
る
（P

eter M
athias, T

he T
ran

sform
ation 

of E
n

glan
d, L
ondon, 1979, pp.150-151

）。

（
7
）　W

illiam
 P
etty, P

olitical A
rith

m
etick, L

ondon, 1690, in C
. H
. H
ull, ed., op. cit., V

ol.I, p.274. 

大
内
兵
衛
・
松
川
七
郎
訳
『
政
治

算
術
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
、
七
六
│
七
七
頁
。
訳
文
は
、
一
部
変
更
を
加
え
た
。
以
下
同
様
。

（
8
）　

Ibid., p.275. 

邦
訳
、
七
七
│
七
八
頁
。

（
9
）　

Ibid. 

邦
訳
、
七
八
頁
。

（
10
）　C

f. M
. T
. W
erm
el, T

h
e E

volu
tion of th

e C
lassical W

age T
h

eory, N
ew
 Y
ork, 1939, p.11. 

米
田
清
貴
・
小
林
昇
訳
『
古
典
派
賃

金
論
の
発
展
』
未
来
社
、
一
九
五
八
年
、
二
六
頁
。

（
11
）　

渡
辺
源
次
郎
「
重
商
主
義
の
賃
銀
論
│
賃
銀
・
雇
傭
理
論
の
諸
原
型
に
つ
い
て
│
」、『
商
学
論
集
』（
福
島
高
商
）
第
二
〇
巻
第
四
号
、

一
九
五
二
年
三
月
、
一
四
二
頁
。

（
12
）　E

. S
. F
urniss, T

h
e P

osition of th
e L

aborer in a S
ystem

 of N
ation

alism
:A
 S

tu
d

y in th
e L

abor T
h

eories of th
e L

ater 

E
n

glish M
ercan

tilists, B
oston and N

ew
 Y
ork, 1920, C

hap. V
I.

六
〇



ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
租
税
論
（
吉
田
）

（
四
五
三
）

（
13
）　E

. F
. H
eckscher, M

ercan
tilism

, V
ol.II, S

tockholm
, 1931, E

nglish trans. by M
. S
hapiro, L

ondon, 1935, p.165.
（
14
）　

イ
ギ
リ
ス
重
商
主
義
期
に
お
け
る
低
賃
金
論
に
は
、
フ
ァ
ー
ニ
ス
が
「
動
機
の
混
淆
」（m

ixture of m
otive

）
と
呼
ん
で
い
る
二
つ
の
観
念

が
存
し
て
い
た
。
一
つ
は
、
輸
出
製
品
の
価
格
低
下
へ
の
直
接
的
方
策
と
し
て
の
低
賃
金
論
で
、
も
う
一
つ
は
、
労
働
力
の
陶
治
（discipline

）

＝
節
倹
と
勤
労
と
へ
の
要
請
に
基
づ
く
そ
れ
で
あ
る
（C

f. E
. S
. F
urniss, op. cit., p.131

）。

（
15
）　

名
目
賃
金
切
下
げ
の
提
唱
は
、
す
で
に
マ
ン
リ
ー
に
見
ら
れ
る
（C

f. T
hom
as M

anley, U
su

ry at S
ix per C

en
t, exam

in
ed, L

ondon, 

1669, p.22

）。

（
16
）　

渡
辺
源
次
郎
、
前
掲
論
文
、
一
四
二
│
一
四
三
頁
。

（
17
）　

松
川
七
郎
『
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
│
そ
の
政
治
算
術
＝
解
剖
の
生
成
に
関
す
る
一
研
究
│
』（
増
補
版
）、
岩
波
書
店
、
一
九
七
六
年
、

一
〇
九
│
一
一
二
頁
。

（
18
）　W

illiam
 P
etty, P

olitical A
rith

m
etick, op. cit., pp.268-269. 

邦
訳
、
六
七
│
六
八
頁
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ッ
ク
（John 

L
ocke

）、
ケ
ア
リ
ー
、
ポ
レ
ッ
ク
ス
フ
ェ
ン
、
デ
フ
ォ
ー
等
は
、「
低
賃
金
の
経
済
」
論
の
立
場
か
ら
必
需
品
課
税
に
一
定
の
理
解
を
示
し
つ
つ
も
、

内
国
消
費
税
の
負
担
を
一
般
消
費
者
大
衆
に
か
ぶ
せ
き
れ
な
い
場
合
に
お
け
る
収
益
関
係
の
悪
化
と
、
物
価
上
昇
が
名
目
賃
金
を
騰
貴
さ
せ
る
場
合

に
お
け
る
国
際
競
争
力
の
低
下
と
を
恐
れ
て
、
こ
の
租
税
に
反
対
し
た
（
石
坂
昭
雄
「
租
税
制
度
の
変
革
」、
前
掲
論
文
、
一
八
八
頁
）。

（
19
）　

早
川
鉦
二
「
イ
ギ
リ
ス
古
典
学
派
の
労
働
者
課
税
論
の
展
開
（
上
）
│
Ｗ
・
ペ
テ
ィ
と
Ａ
・
ス
ミ
ス
に
つ
い
て
│
」、『
愛
知
県
立
大
学
外
国
語

学
部
紀
要
』
第
二
号
、
一
九
六
七
年
一
二
月
、
一
九
九
頁
。
し
か
し
、
早
川
鉦
二
は
、「
ペ
テ
ィ
に
お
い
て
『
低
賃
金
の
経
済
』
論
者
と
し
て
立
ち

現
わ
れ
て
い
る
の
は
、
租
税
収
入
の
確
保
に
主
眼
点
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
勤
労
意
欲
の
喚
起
に
よ
る
剰
余
価
値
の
収
得
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
労

働
者
へ
の
重
課
が
勤
労
意
欲
の
喚
起
に
そ
の
意
図
を
も
つ
も
の
と
し
て
も
、
ペ
テ
ィ
に
お
い
て
は
剰
余
価
値
の
増
大
を
図
る
資
本
家
の
欲
求
に
必
ず

し
も
意
識
的
に
応
え
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
（
同
上
論
文
、
一
九
九
│
二
〇
〇
頁
）。

（
20
）　W
illiam

 P
etty, P

olitical A
rith

m
etick, op. cit., p.269. 

邦
訳
、
六
七
頁
。

（
21
）　

Ibid. 

邦
訳
、
六
七
│
六
八
頁
。

（
22
）　W

illiam
 P
etty, V

erbu
m
 S

apien
ti, L

ondon, 1695, in C
. H
. H
ull, ed., op. cit., V

ol.I, pp.105-110. 

大
内
兵
衛
・
松
川
七
郎
訳
『
賢

六
一
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四
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者
に
は
一
言
を
も
っ
て
足
る
』（
同
訳
『
租
税
貢
納
論
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
二
年
、
所
収
）、
一
六
九
│
一
八
〇
頁
。
訳
文
は
、
一
部
変
更
を
加
え

た
。
以
下
同
様
。

（
23
）　

大
倉
正
雄
『
イ
ギ
リ
ス
財
政
思
想
史
│
重
商
主
義
期
の
戦
争
・
国
家
・
経
済
│
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
〇
〇
年
、
二
八
頁
。

（
24
）　

大
川
政
三
「
ペ
テ
ィ
財
政
論
の
初
期
資
本
主
義
的
性
格
」、
前
掲
論
文
、
七
一
頁
。
な
お
、
ペ
テ
ィ
は
、
資
産
に
課
す
べ
き
租
税
と
し
て
は
、

地
租
、
家
屋
税
、
各
種
の
動
産
税
等
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、『
賢
者
一
言
』
で
は
、
内
国
消
費
税
以
外
の
租
税
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ

て
い
る
。
ペ
テ
ィ
は
、『
租
税
お
よ
び
貢
納
論
』
に
お
い
て
は
、
内
国
消
費
税
こ
そ
が
自
然
的
正
義
に
適
う
と
こ
ろ
の
唯
一
の
租
税
で
あ
る
こ
と
を

強
調
し
て
い
た
。
こ
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
、
内
国
消
費
税
以
外
の
租
税
を
認
め
る
こ
と
は
、
自
然
的
正
義
を
許
容
す
る
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
ペ
テ
ィ
が
、
内
国
消
費
税
重
視
の
考
え
を
完
全
に
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ペ
テ
ィ
が
、
引
き
続
き
内
国
消
費

税
を
も
っ
て
イ
ギ
リ
ス
の
租
税
制
度
の
中
核
と
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
、
ま
ち
が
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

（
25
）　W

illiam
 P
etty, V

erbu
m
 S

apien
ti, op. cit., p.110. 

邦
訳
、
一
七
九
頁
。

（
26
）　

Ibid., p.114. 

邦
訳
、
一
八
五
│
一
八
六
頁
。

（
27
）　

大
倉
正
雄
、
前
掲
書
、
三
〇
頁
。
し
か
し
、
わ
が
国
の
イ
ギ
リ
ス
財
政
史
研
究
に
お
い
て
、
重
商
主
義
期
に
お
け
る
内
国
消
費
税
が
、
主
と
し

て
産
業
資
本
家
の
肩
に
か
か
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
解
釈
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
石
坂
昭
雄
は
、
こ
の
解
釈
を
と
っ
て
い
る
。
石
坂
昭
雄
「
租
税

制
度
の
変
革
」、
前
掲
論
文
、
一
八
八
頁
を
参
照
せ
よ
。
ま
た
、
池
田
嘉
男
は
、「
産
業
資
本
に
あ
っ
て
も
、
消
費
税
の
惹
き
起
こ
す
原
料
高
と
売
行

き
減
退
と
い
う
二
重
の
苦
痛
を
蒙
っ
て
お
り
、
常
々
そ
の
撤
廃
を
要
求
し
て
い
た
」
と
し
て
い
る
（
池
田
嘉
男
「
イ
ギ
リ
ス
市
民
革
命
の
租
税
構

造
」、『
歴
史
』〔
東
北
史
学
会
〕
第
二
八
輯
、
一
九
六
四
年
三
月
、
七
頁
）。

四　

ま
と
め

イ
ギ
リ
ス
の
一
七
世
紀
に
お
い
て
、
国
家
財
政
の
基
盤
が
大
き
く
変
貌
し
た
。
中
世
に
お
い
て
は
、
政
治
は
国
王
│
家
臣
の
関
係
が
貫

六
二



ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ペ
テ
ィ
の
租
税
論
（
吉
田
）

（
四
五
五
）

か
れ
、
国
家
収
入
は
主
と
し
て
国
王
が
私
的
に
所
有
す
る
土
地
や
さ
ま
ざ
ま
な
独
自
の
権
利
や
特
権
に
基
づ
い
て
獲
得
さ
れ
た
。
し
か
し
、

一
六
四
〇
年
代
以
後
に
は
、
国
家
財
政
は
公
的
な
も
の
に
な
り
、
そ
の
基
礎
を
課
税
に
置
き
、
国
富
中
の
一
層
大
き
な
部
分
を
占
め
る
よ

う
に
な
っ
た
（
1
）

。
い
わ
ゆ
る
、
ジ
ョ
ウ
ゼ
フ
・
シ
ュ
ン
ペ
ー
タ
ー
（J. A
. S
chum

peter

）
の
い
う
「
直
轄
国
家
か
ら
租
税
国
家
へ
の
転
換
」

（the replacem
ent of the dem

esne state by the tax state

）
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
（
2
）

。

一
方
、
経
済
史
家
ジ
ョ
ン
・
ネ
フ
（J. U

. N
ef

）
に
よ
れ
ば
、
イ
ギ
リ
ス
の
一
七
世
紀
は
、
一
八
世
紀
の
産
業
革
命
に
は
及
ば
な
い
ま

で
も
、
著
し
い
産
業
発
展
期
に
相
当
し
て
い
た
（
3
）

。
森
林
の
牧
場
化
あ
る
い
は
耕
地
化
、
新
た
な
工
業
都
市
の
簇
生
、
毛
織
物
工
業
の
農
村

へ
の
拡
大
、
炭
田
の
開
発
な
ど
に
よ
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
土
の
様
相
は
著
し
く
変
化
し
た
。
い
ま
だ
、
家
内
生
産
が
工
場
生
産
よ
り
は

る
か
に
大
き
な
比
重
を
占
め
、
し
た
が
っ
て
賃
金
労
働
者
は
優
越
的
な
存
在
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
資
本
に
よ
る
生
産
の
支
配
、

資
本
所
有
者
た
る
い
わ
ゆ
る
商
人
＝
製
造
家
の
生
産
面
へ
の
進
出
は
、
着
々
と
進
ん
で
い
た
（
4
）

。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
家
内
生
産
の
か

た
わ
ら
に
は
、
鉱
山
・
製
塩
・
金
属
・
造
船
・
硝
子
・
染
料
・
火
薬
・
石
鹸
等
の
資
本
家
的
製
造
業
が
新
た
に
登
場
し
、
大
量
の
資
本
と

賃
金
労
働
者
の
供
給
を
必
要
と
し
て
い
た
（
5
）

。

よ
う
す
る
に
、
一
七
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
は
、「
租
税
国
家
」
へ
の
移
行
と
資
本
主
義
経
済
の
生
成
と
が
、
い
ま
だ
古
き
も
の

を
残
存
さ
せ
つ
つ
も
、
同
時
的
に
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
財
政
史
・
経
済
史
的
状
況
の
中
で
、
ペ
テ
ィ
は
、
租
税
関
係
の

著
作
を
公
刊
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
中
で
、
ペ
テ
ィ
は
、
イ
ギ
リ
ス
経
済
の
資
本
主
義
化
を
一
層
推
進
す
る
こ
と
こ
そ
が
、

と
り
も
な
お
さ
ず
、「
租
税
国
家
」
を
実
現
し
強
固
化
す
る
最
も
確
実
な
、
ま
た
最
も
根
本
的
な
方
法
で
あ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
ペ
テ
ィ
は
、
所
要
の
国
家
収
入
を
調
達
す
る
た
め
の
理
想
的
な
課
税
方
法
を
探
る
場
合
に
も
、
そ
の
課
税
に
よ
っ
て
資
本
の
蓄

積
、
し
た
が
っ
て
イ
ギ
リ
ス
資
本
主
義
経
済
の
発
展
が
阻
害
さ
れ
な
い
よ
う
に
考
慮
す
る
こ
と
を
忘
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
6
）

。
す
な
わ

六
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第
四
十
九
巻
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三
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〇
一
三
年
一
月
）

（
四
五
六
）

ち
、
ペ
テ
ィ
の
主
張
す
る
租
税
利
益
説
と
そ
れ
に
基
づ
く
内
国
消
費
税
は
、
資
産
所
有
者
の
租
税
負
担
軽
減
と
貧
民
労
働
者
の
労
働
意
欲

喚
起
を
通
じ
て
、
資
本
家
的
生
産
の
要
求
に
合
致
し
、
一
層
そ
れ
を
促
進
す
る
た
め
の
条
件
を
準
備
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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）　C
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axation an

d th
e fi n

an
cin

g of th
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